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鳥取県教育委員会公募型プロポーザル方式受注者選定等審査会 

（美術館整備運営事業）の概要について 

                             

                                令和元年 6 月 25 日 

                                博   物   館 

 

鳥取県教育委員会公募型プロポーザル方式受注者選定等審査会（美術館整備運営事業）を開催しまし

たので、その概要等について報告します。 

なお、今回の審査会は、民間事業者の当該事業に関する法人情報を扱う内容であったため非公開

で開催しています。 

記 

 

１ 日 時  令和元年６月６日（木）午前１０時から正午まで 

２ 場 所  東京都千代田区 「都道府県会館」４０５会議室 

３ 委 員 

氏  名 役    職    等 

林田 英樹 日本工芸会理事長、元文化庁長官、基本構想検討委員会会長、アドバイザリー委員会座長 

衣笠 幸雄 ＴＢＳテレビ社長室顧問、前ＴＢＳサービス社長、基本構想検討委員会委員 

山梨 俊夫 国立国際美術館館長、前神奈川県立近代美術館館長 

佐治 ゆかり 郡山市立美術館館長、美術館連絡協議会理事 

光多 長温 都市化研究公室理事長、元鳥取大学地域学部教授 

堀越 英嗣 芝浦工業大学建築学部長、（株）堀越英嗣 ARCHITECT５代表、元鳥取環境大学教授 

遠藤 由美子 公立鳥取環境大学副学長、環境学部教授（建築専門） 

根鈴 智津子 倉吉市教育委員会事務局文化財課長 

池上 祥子 鳥取県地域振興部文化振興監兼文化政策課長 

 

４ 主な協議内容 

（１）報告事項：実施方針の公表及び質問・意見に対する回答等 

  本年３月に公表した PFI 法第５条に定める「特定事業の実施に関する方針（実施方針）」

に対する質問・意見と回答状況及び令和元年６月補正予算要求の概要等について報告を行

った。 

 

（２）協議事項： 落札者決定基準（案）について 

  前回の審査会に引き続き、落札者決定基準案（評価項目、評価のポイント、評価項目毎

の配点等）について審議をしていただいた。 

《評価項目案》 

 評価項目（大項目） 配点 

加点審査 ７００点 

 （１）事業全般に関す

る事項 

本事業における基本方針、実施体制、事業戦略、

経営管理、事業収支計画、リスク想定及び対策と

事業継続性の担保、モニタリング、地域経済・社

会への貢献 

２４５点 

（２）設計・建設業務

に関する事項 

全体計画・取組方針、施設デザイン、諸室計画、

独創性、ユニバーサルデザイン、環境性、経済性、

建設業務における提案 

１４０点 

（３）維持管理業務に

関する事項 

建築物の機能・性能保持、作品環境の保全、利用

者の快適性、防災・防犯 

７０点 

（４）運営業務に関す

る事項 

運営体制、展示・施設運営、開館準備、広報・集

客 

１４０点 
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（５）附帯事業・その

他特筆すべき提案

に関する事項 

レストラン・カフェに係る運営計画、ミュージア

ムショップに係る運営計画、自主事業・民間提案

事業に関する提案、重点対話への取組・提案全般

に対する魅力 

１０５点 

価格審査 ３００点 

合計 １，０００点 

 

《委員からの主な意見》 

・ ＰＦＩ事業者の努力や工夫による利益を事業者がどう活用するかについて評価する必

要がある。 

・ 予定価格の設定を低くしすぎない配慮は必要。低い設定では入札参加者は予定価格ぎり

ぎりの金額で応札すると考えられ価格審査点に差がつきにくくなるのではないか。 

・ 理念が重要であり、入札説明書等で地域貢献や意欲的な事業展開への意識のある事業者

を望むことをしっかりと宣言しておくべき。特に、地域の若い世代と美術をつなげるこ

とを大事にしているというメッセージを伝えてはどうか。 

・ ＰＦＩ事業者とともに運営を行う学芸員の意見は重要であり、事業者との重点対話等に

しっかり学芸員が関与し、そこでの意見を審査会も把握可能となるようにしてほしい。 

・ ＰＦＩでは設計業務が維持管理や運営にも大きく影響するので、当該業務への配点をも

っと高くした方が望ましい。 

・ より良い事業提案を得るためにも、重点対話結果に対する審査会の意見を参加事業者に

フィードバックし、提案に反映できるようにしてほしい。 

・ ＰＦＩ手法による美術館整備は全国的に先例もないので、審査会委員が十分に事業者提

案を把握し審査ができるよう丁寧な委員への情報提供や説明を行ってほしい。 

 

５ 今後の対応 

・審査会での意見を踏まえ必要な修正を行い落札者決定基準を決定する。 

・６月定例県議会で、美術館整備・運営に係る債務負担行為及び美術館設置条例の議決を

得た後、ＰＦＩ法第７条に定める特定事業の選定及び公表を行う。 

・７月中を目途に、ＰＦＩ事業者募集の入札公告を行い入札参加表明者との重点対話に着

手する。 

・今年度末を目途に、審査会で最優秀提案者の選定を行った上で、県教委において落札者

を決定し、県議会で本契約の議決を得る。 

 

〈参考〉今後のスケジュール         

  令和元年 ６月  ・議会議決（債務負担行為・美術館設置条例）   

  令和元年 ７月  ・特定事業の選定（PFI 法第７条）     

    ・入札公告     

  令和元年 後半  ・民間事業者との重点対話     

      ・提案審査書類の提出     

  令和元年度内  ・提案審査（公開プレゼンテーション）  

      ・事業者の決定     

      ・議会議決（本契約締結・指定管理者指定）  

  令和２年度  ・設計及び建設工事     

   ～  ・開館準備     

 令和６年度中  ・開館  

     

６ 資料 

  資料１ 実施方針の公表及び質問・意見に対する回答等 

資料２ 鳥取県立美術館（仮称）整備運営事業落札者決定基準（案） 
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実施方針の公表及び質問・意見に対する回答等 

                             

                                

１ 実施方針等の公表 

（１）公表日：平成３１年３月１９日（火） 

（２）公表内容 

Ⅰ．特定事業の選定に関する事項 

１ 施設概要   延床面積 9,910 ㎡（基本計画公表時） 

２ 事業方式   BTO 方式 

３ 事業期間   事業契約締結日から 2040 年 3 月 31 日（設計・建設期間＋維持運営期間 15 年） 

４ 事業の範囲  施設整備業務（設計、建設、工事監理） 

開館準備業務（事前広報、収蔵品等移転） 

維持管理業務（建築設備等保守管理、清掃、警備） 

運営業務（広報・集客、ポップカルチャー企画展、利用者案内 等） 

附帯業務（ミュージアムショップ、飲食施設） 

          任意事業 

 ５ 事業者の収入 ・県からのサービス対価（指定管理者への指定を想定） 

          ・入館料、展示室等使用料 

          ・ミュージアムショップ、飲食施設の事業収入 

          ・任意事業等の実施に伴う収入 

Ⅱ．公共施設等の立地並びに規模及び配置に関する事項 

 １ 事業用地   倉吉市駄経寺町２－３－１外 

 ２ 所有者    倉吉市（建設工事着工時までに県有地となる予定） 

３ 敷地面積   約 20,000 ㎡ 

Ⅲ．民間事業者の募集及び選定に関する事項 

 １ 募集及び選定方法  総合評価一般競争入札方式（WTO 政府調達協定対象） 

 ２ 審査会の設置    鳥取県教育委員会公募型プロポーザル方式受注者選定等審査会 

 ３ 事業者選定の手順等 審査員の審査前に県民参加型公開プレゼンテーションを実施 

 ４ 入札参加資格要件  （WTO 案件）県内企業参画を念頭に入れた資格要件を検討 

 ５ 特別目的会社の設立 本店の県内設置を義務付け等 

Ⅳ．事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する事項 

 １ リスク分担 

   基本は事業者がリスクを負担する仕組みを想定。 

２ 業務品質の確保 

   ・事業者によるセルフモニタリングの実施 

   ・県によるモニタリングの実施及び結果に対する措置 

Ⅴ．事業契約又は協定の解釈について疑義が生じた場合の措置に関する事項 

   ・県と事業者は誠意を持って協議する旨、紛争処理機関等 

Ⅵ．事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項 

   ・事業契約で定める事由に応じて県及び事業者の責任で必要な措置を行う 

Ⅶ．法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援等に関する事項 

   ・株式会社民間資金等活用事業推進機構の出融資制度の対象事業であること 

Ⅷ．その他特定事業の実施に関し必要な対応 

   ・応募等に関する費用負担、情報提供等 

  ※業務要求水準書（案）も併せて公表。 

資料 １ 
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２ 実施方針等説明会の開催 

（１）日 時：平成３１年３月２８日（木）１３時１５分から１５時 

（２）会 場：倉吉未来中心 

（３）参加事業者：３６社７１名 

（４）概 要：①美術館整備事業の目的等（田中館長） 

②実施方針等の内容（漆原室長） 

   ※同日午前中、「国指定史跡大御堂廃寺跡に係る説明会」を開催し、史跡の概要や今後策

定する史跡保存活用計画の見直し等の説明を行った。 

 

３ 実施方針等に関する質問・意見に対する回答（参考資料２参照） 

（１）受付期間：平成３１年３月１９日から４月５日まで 

（２）質問・意見数：５９５件 

      

主な意見の項目 件数 

Ⅰ．特定事業の選定に関する事項 

  ・県と事業者の関わり方についての認識 

  ・入館料決定の自由度 

  ・飲食施設、ショップ運営への支援 

74 

Ⅱ．公共施設等の立地並びに規模及び配置に関する事項 3 

Ⅲ．民間事業者の募集及び選定に関する事項 

  ・県民参加型公開プレゼンテーションの内容 

19 

Ⅳ．事業者の責任の明確化等事業の適正かつ確実な実施の確保に関する事項 

  ・物価変動等によるリスクの解釈 

  ・基準金利の設定方法 

31 

Ⅴ．事業契約又は協定の解釈について疑義が生じた場合の措置に関する事項 0 

Ⅵ．事業の継続が困難となった場合における措置に関する事項 1 

Ⅶ．法制上及び税制上の措置並びに財政上及び金融上の支援等に関する事項 0  

Ⅷ．その他特定事業の実施に関し必要な対応 0 

業務要求水準書（案）共通要件 

  ・経営戦略会議の概要 

  ・業務責任者の配置要件等 

67 

業務要求水準書（案）設計・建設業務 

  ・倉吉パークスクエア、大御堂廃寺跡との連携 

  ・什器・備品 

59 

業務要求水準書（案）開館準備業務 

  ・サービス対価の支払時期 

36 

業務要求水準書（案）維持管理業務 

  ・IPM 関連の業務内容の確認 

35 

業務要求水準書（案）運営業務 

  ・業務の実績、想定する業務量等 

  ・県と事業者の業務分担の確認 

196 

その他 74 

 

 

 



鳥取県立美術館（仮称）整備運営事業 

落札者決定基準（案） 

令和元年６月６日

鳥取県

資料 ２ 
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第１ 落札者決定基準の位置づけ  

この落札者決定基準は、鳥取県（以下「県」という。)が、民間資金等の活用による公

共施設等の整備等の促進に関する法律（平成 11 年法律第 117 号。以下「PFI 法」とい

う。）に基づき特定事業として選定した鳥取県立美術館（仮称）整備運営事業（以下「本

事業」という。）を実施する民間事業者（以下「事業者」という。）の募集・選定を行う

に際し、入札説明書と一体のものである。 

また、本書は落札者を決定するにあたって、最も優れた提案者を選定するための方法及

び評価基準等を示したものである。 
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第２ 落札者の決定方法 

１ 落札者決定までの審査手順の概要 

本事業における事業者の選定は、入札価格に加え、施設や整備の性能、維持管理及び運

営における業務遂行能力、事業計画の妥当性等を総合的に評価する総合評価一般競争入札

方式により、次の手順で実施する。 

また、本事業では、事業者と連携しながら基本計画の実現を目指すことから、事業者の

選定に際しても、事業者の広範囲かつ高度な能力やノウハウを期待するところである。し

たがって、県の想定を超えて積極的な提案を行う者については、基本計画の実現可能性を

踏まえたうえで評価していく方針である。 

 

■入札参加資格の確認 

 

 

 

 

 

■提案審査 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

入札参加資格の確認 

最優秀提案の選定 

価格審査 

提出書類の不備 

予定価格を超過 

不正行為 

落札者の決定 

入札参加資格を

満たさない 

 
審査会が行う審査等 

提案書類の受付 

総合評価 

加点審査 

基礎審査 

県民参加型公開プレゼンテーション 
失格 

入札価格の確認 

入札提案書類の確認 

失格 

失格 

審査会ヒアリング 

失格 

失格 
明らかな要求水準の

未充足 
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２ 入札参加資格の確認 

県は、入札参加者から提出される入札参加資格審査に関する書類をもとに、入札参加者

が満たすべき参加資格要件について確認する。その結果、入札参加資格を満たさない場合

は失格とする。 

 

３ 提案審査 

（１）入札提案書類の確認 

県は、入札参加者に求めた入札提案に関する提案書類がすべて揃っていることを確認す

る。その結果、提案審査書類等の審査に当たって、提案内容の確認のために必要と判断し

た場合、入札参加者に当該内容の確認を行うことがある。確認事項については、書面によ

り入札参加者の代表企業宛に送付する。なお、提出書類の不備が認められた場合は失格と

する。 

 

（２）入札価格の確認 

県は、入札書に記載された入札価格が予定価格を超えてないことを確認する。その結

果、入札価格が予定価格を超える場合は失格とする。 

 

（３）基礎審査 

県は、事業提案内容について、明らかな要求水準の未充足がないことを確認する。その

結果、要求水準の明らかな未充足が確認された場合は失格とする。 

 

（４）県民参加型公開プレゼンテーション 

県は、本事業の提案審査の一環として、入札参加者による、審査会に対するプレゼンテーシ

ョンを実施する。このプレゼンテーションの開催にあたっては、県民が傍聴できる形（県民参

加型公開プレゼンテーション）で実施する。 

また、県民参加型公開プレゼンテーションに引き続き、当該プレゼンテーションに関するヒ

アリングを実施する。なお、ヒアリングは企業秘密に係る項目が想定されることから、非公開

により行う。 

なお、入札参加者が不正行為を行った場合は失格とする。 
 

（５）加点審査・価格審査 

  ①加点審査 

   審査会は、入札参加者から提出された提案書類の各様式に記載された内容について審

査を行い、評価項目ごとに得点を付与する。 

 



 

4 

 

  ②価格審査 

   審査会は、入札参加者から提出された入札書に記載された金額について審査を行い、

得点を付与する。 

 

（６）総合評価及び最優秀提案の選定 

  審査会は、加点審査点及び価格審査点の合計点を総合評価点とし、総合評価点の最も高

い提案を最優秀提案として選定する。 

総合評価点の最も高い提案が２以上ある場合は、加点審査点が最も高い提案を最優秀提

案として選定する。 

加点審査点が同点の場合、「４加点審査項目の評価項目及び配点等」における「（１）

事業全般に関する事項」の点数が高い提案を最優秀提案として選定する。 

 

（７）落札者の決定 

  県は、審査会の選定結果を踏まえ、落札者を決定する。 
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第３ 提案審査における点数化方法等 
 

１ 提案審査の配点 

 審査項目（大項目） 配点 

加点審査 ７００点 

 （１）事業全般に関する事項 ２４５点 

（２）設計・建設業務に関する事項 １４０点 

（３）維持管理業務に関する事項 ７０点 

（４）運営業務に関する事項 １４０点 

（５）附帯事業・その他特筆すべき提案に関する事項 １０５点 

価格審査 ３００点 

合計（総合評価点） １，０００点 

 

 

 

２ 加点審査の評価方法 

（１）加点審査の項目及び配点 

 加点審査の項目及び配点は、「第４ 加点審査の項目及び配点」のとおりとする。 

 

 

（２）加点審査項目の評価基準 

加点審査項目を評価する際は、以下の評価基準に基づき実施し、各項目の評価点を算

出する。得点化に当たっては、各項目の評価点を算出する際に小数点以下を四捨五入す

る。 

 

評価 内容 評価点（例） 

A 非常に優れている 各項目の配点×1.0 

 

B 

B＋ Bの評価より優れているがAの評価に至らない 各項目の配点×0.9 

B 優れている 各項目の配点×0.8 

B－ Bの評価より劣っている 各項目の配点×0.7 

 

C 

C＋ Cの評価より優れているがB－の評価に至らない 各項目の配点×0.6 

C やや優れている 各項目の配点×0.5 

C－ Cの評価より劣っている 各項目の配点×0.4 

 

D 

D＋ Dの評価より優れているがC－の評価に至らない 各項目の配点×0.3 

D 要求水準を上回ることが確実と見込まれる 各項目の配点×0.2 

D－ Dの評価より劣っている 各項目の配点×0.1 

E 要求水準を満たす程度であり、特に優れた提案はない 各項目の配点×0.0 

 

 

（３）価格審査の得点化方法 

入札参加者によって投じられた入札額については、以下の方法で得点化する。得点化

に当たっては、小数点第３位以下を四捨五入し、小数点第２位までとする。 

 

 

価格審査点 ＝ 価格審査点の満点×（１－当該入札額／予定価格） 
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（４）最優秀提案者の選定  

審査員の合意により採点するものとし、最も総合評価点が高かった者を最優秀提案者

として選定する。 

 

 

  

 

  

 

総合評価点 ＝ 加点審査点＋価格審査点    
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第４ 加点審査項目の評価項目及び配点等 

 

（１）事業全般に関する事項 

評価項目 評価のポイント 配点 主な

様式 

本事業におけ

る基本方針 

・本事業を PFI事業として実施するにあたり、県が策定

した基本計画を踏まえ、美術館が目指す姿や「とっと

りらしさ」に代表されるコンセプトを十分に理解した

提案となっているか。 

・基本計画を実現するため、県と協同して取り組む方針

について具体的な提案がなされているか。 

・美術館の中心的な役割を展開していくことに加え、来

館するすべての利用者が「楽しみ」を享受でき、特別

な空間を活用した賑わい創出を展開していく提案とな

っているか。 

７０点 

    

7-A-

1 

実施体制 ・本事業を確実に遂行するための実績・能力がある実施

体制となっているか。 

・代表企業、構成員、協力企業の役割及び責任分担、連

携・協力・補完体制が明確であり、事業実施にあたっ

ての指揮命令系統等、事業マネジメント体制が明確と

なっているか。 

・県との連携、報告、連絡が適切かつ確実に実施される

ための有効な取組方針及び体制が示されているか。 

事業戦略 ・鳥取県が有する豊かな文化的資源や、建設予定地の歴

史・地理的特性を踏まえ、美術館の評価・対外的知名

度を戦略的に高める具体的かつ実現可能なブランディ

ングが精緻な分析や根拠をもとに示されているか。 

経営管理 ・美術館の設立趣旨や社会教育施設としての意義を踏ま

え、バランスの取れた経営管理方針となっているか。 

・戦略会議を活用しながら任意事業も含めた美術館全体

の運営に関与していく姿勢が示されているか。 

・確実性と安定性の高い資金調達計画・債務償還計画に

関する提案がなされているか。 

・事業内容に応じた財務・資金管理手法に関する提案が

なされているか。 

３０点 7-A-

2 

 

事業収支計画 ・事業収支計画が現実的で提案内容と整合した内容とな

っているか。 

・利用料金収入の算定根拠が具体的であり、地域特性や

近隣施設の状況等を踏まえた計画が提案されている

か。 

・各費用の算定根拠が明確であり、妥当な計画が示され

ているか。 

４５点 7-A-

3 

リスク想定及

び対策と事業

継続性の担保 

・PFI手法を導入して美術館運営を行う先進的事例とな

る本事業における特有のリスクを含め、事業実施にお

けるリスクが網羅的かつ具体的に想定されているか。 
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・リスク発生の抑制策、リスク顕在化時の対応策が効果

的なものとなっており、リスクに応じた適切な準備が

示されているか。 

・不測の資金需要に対する予備的資金（保険を含む）の

確保等、事業収支の安定化のための具体的かつ有効な

提案が示されているか。 

・事業者が負担するリスクについて、構成員、協力企業

等に適切なリスク分担が図られ、また、確実なリスク

負担が期待できる提案となっているか。 

・SPCへの出資者及び構成員、協力企業等の破綻時の対

処方法が、実効性のあるものとなっているか。 

モニタリング ・提案されたセルフモニタリングの内容・仕組みが効果

的かつ効率的に実施でき、事業者の業務の質の向上が

図られる方法や仕組みとなっているか。 

・意見の反映等、改善プロセスに妥当があり、実現可能

性の高いものとなっているか。 

地域経済・社

会への貢献 

・県内企業の参画に配慮がなされており、参画の確実性

が確保されているか。 

・県内事業者がより主体的な立場で事業に関与する方針

が示されており、県内事業者の所得、技術力向上が期

待できるか。 

・地元の雇用促進の方針が示されており、雇用の確実性

が確保されているか。 

・地場産品をより多く活用する方策が具体的に示されて

いるか。 

・鳥取県内への経済的な貢献の方策が、実態を加味した

うえで、定量的・具体的であり、実効性を備えている

か。 

・独自の取組は、本事業及び県の魅力の向上に寄与する

ものとなっているか。 

１００点 7-A-

4 

    

 

（２）設計・建設業務に関する事項 

評価項目 評価のポイント 配点 主な

様式 

全体計画・取

組方針 

・基本計画を十分に理解し、未来を「つくる」美術館と

なるための全体計画・取組方針が具体的に示されてい

るか。 

・地域特性（気候、地形、歴史・風土等）、用地の特

徴・特性に配慮した敷地全体のゾーニングや施設仕様

となっているか。 

・美術館へのアプローチ（倉吉パークスクエア、大御堂

廃寺跡の有効な活用）に関する具体的かつ有効な提案

がなされているか。 

７０点 7-B-

1 
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・利用者が気楽に訪れることができ、時間を過ごすこと

が楽しめる幅広い機能の提案がなされているか。 

施設デザイン ・鳥取の文化やとっとりらしさを考慮した施設デザイン

が提案されているか。 

・周辺地域の歴史的・文化的環境及び自然環境との結び

つきを十分考慮した提案がなされているか。 

・周辺地域や利用者に親しまれ、美術館にいること自体

を楽しめる開放的で回遊性のある施設空間デザインと

なっているか。 

諸室計画 ・収蔵品を最善の状態で保管、展示できる諸室配置や機

能が提案されているか。 

・施設全体が魅力的な展示空間となるような諸室計画と

なっているか。 

・作品の展示・鑑賞環境に配慮した、建築及び設備の提

案がなされているか。 

・利用者にとって分かりやすく、ゆっくりと時間を過ご

せるような配置となっているか。 

・多様な使い方ができるようなエントランス・フリース

ペースや、諸室の配置・設えが提案されているか。 

・効率的な動線や適切な人員配置など、美術館運営が円

滑に行える機能性を有しているか。 

独創性 ・未来を「つくる」美術館として相応しい独創的な提案

となっているか。 

・美術館を訪れることに高揚感を覚えるような、独創的

な空間・デザインが提案されているか。 

・その他特筆すべき点、優れた点が見られるか。 

ユニバーサル

デザイン 

・お年寄りや子どもたち、あるいは障がいのある方も、

だれもが安全に利用しやすい配慮が示されているか。 

・ユニバーサルデザインへの配慮が具体的かつ優れた提

案となっているか。 

７０点 

環境性 ・持続可能な社会の創造に寄与する環境配慮技術が提案

されているか。     

経済性 ・建設コスト削減策、省エネ、省メンテナンスによるラ

ンニングコストの削減策に関して、具体的かつ実現可

能な提案がなされているか。 

・建築設備・什器・備品等について、効果的な配置かつ

効率的な管理が示されているか。 

・経済性と安全面の双方から、合理的な構造計画となっ

ているか。     

建設業務にお

ける提案 

・工期の遵守や品質が確保できる優れた提案がなされて

いるか。 

・周辺住民や周辺施設に対する生活環境等への配慮につ

いて優れた提案がなされているか。 
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（３）維持管理業務に関する事項 

評価項目 評価のポイント 配点 主な

様式 

建築物の機

能・性能保持 

・施設が常に機能・性能を発揮し最適な状態を保つため

の提案がなされているか。 

・省エネ、省メンテナンスによるランニングコストの削

減策に関して、具体的かつ実現可能な提案がなされて

いるか。 

・建築物等の劣化等による事故の未然防止・保守管理に

関して施設の特性に応じた具体的な提案がなされてい

るか。 

・計画的で適切な維持管理により、美術館の必要な機能

について長期にわたって持続可能な提案がなされてい

るか。 

７０点 7-C-

1 

作品環境の保

全 

・指定された温湿度など、収蔵資料の保管環境を保持

し、美術資料への適切な空調運転を行い、美術品等へ

の影響の防止、及びそれを実現する体制が構築される

ような提案がなされているか。 

・展示室のケース内を含めた万全なモニタリング、異常

の未然防止、異常時の迅速な対応、柔軟な調整対応に

ついての提案がなされているか。 

・開館前の枯らし運転を含め、事業期間における空気環

境維持対策や、事業期間における IPM などの生物被害

防除対策を実施し、定期的な虫害・細菌検査を行う体

制に関する提案がなされているか。 

・被害発生時の迅速な対応など影響の最小限化、及びそ

れを実現する体制の構築がなされているか。 

利用者の快適

性 

・利用者の快適性の確保にあたって、気候や施設特性を

踏まえた提案がなされているか。 

・各諸室の特性や利用状況に応じた清掃業務の内容、頻

度、実施時間帯、体制等が具体的に示されているか。 

防災・防犯 ・美術館が文化財を保存することへの高い意識に基づ

き、作品の保全、警備計画の作成を含めた防犯・防

災・非常時対策について具体的な提案がなされている

か。  

   

     

（４）運営業務に関する事項 

評価項目 評価のポイント 配点 主な

様式 

運営体制 ・美術館の質の維持・向上と、顧客サービスの充実・発

展の両立の視点に立脚した美術館の新たな魅力を創出

するための実施体制に関する多様な提案がなされてい

るか。 

４０点 7-D-

1 
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・学芸員と事業者の相互の創造的な協同と連携を図り、

業務ごとに必要人員の適切配置に関する提案がなされ

ているか。 

・多様な利用者のニーズに応じた意欲的な開館日・開館

時間に関する提案がなされているか。 

・地域、展覧会、近隣施設、多様な人材・施設との連携

に基づき、地域におけるユニークベニュー、鳥取県創

生の拠点、21世紀型の美術館を実現するための取組方

針に関する提案がなされているか。 

展示・施設運

営 

・時代の変遷、県民ニーズなど、長期にわたる事業とし

て多様な利用者ニーズに柔軟に対応するための提案が

なされているか。 

・展覧会について、積極的に取組む姿勢が示されている

か。 

・展覧会計画のうち、「まんが王国」である文化的土壌

も活用しながら、新たな企画としてのポップカルチャ

ー展に関する具体的な提案、戦略が示されているか。 

・「つたえる・たのしむ」を実現するための具体的な提

案、戦略が示されているか。 

５０点 

開館準備 ・美術館の開館に関する戦略的な周知及び期待感の醸成

を目的とした開館準備業務について具体的な計画が提

案されているいか。 

・美術館の開館に際して、集客に結び付く広報・ブラン

ディング戦略と運営準備に関する具体的な提案がなさ

れているか。 

・県民立美術館（県民とつくる）に関する提案がなされ

ているか。 

５０点 

広報・集客 ・美術館の質や利用者などからの評価を意識し、美術館

のブランディング戦略に沿う積極的な集客のための取

組方針や、県内外に対して美術館の魅力を発信するた

めの統一的な広報戦略に関する提案がなされている

か。 

・利用者満足度を高めリピーターとなってもらうための

工夫が提案されているか。 

・美術館自体の利用促進に寄与するような独創的な提案

がなされているか。 

・倉吉パークスクエア全体や大御堂廃寺跡との連携によ

る利用促進が検討されているか。 

・周辺地域等をはじめとした他施設との連携による利用

促進が検討されているか。  
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（５）附帯事業・その他特筆すべき提案に関する事項 

評価項目 評価のポイント 配点 主な

様式 

レストラン・

カフェに係る

運営計画

  

・美術館の質や評価を意識し、美術館のブランディング

戦略に沿う特色あるテナント誘致に関する提案がなさ

れているか。 

・展示品への生物被害を防除し、多様な利用者のニーズ

に対応した魅力あるサービス施設管理、取組方針、計

画に関する提案がなされているか。 

・多様な利用者ニーズに応じた意欲的な営業日・営業時

間に係る提案がなされているか。 

７０点 7-E-

1 

ミュージアム

ショップに係

る運営計画 

・美術館の質や評価を意識し、美術館のブランディング

戦略に沿う提案がなされているか。 

・美術館事業と連携した取組方針、計画に関する提案が

なされているか。 

・多様な利用者ニーズに応じた意欲的な営業日・営業時

間に係る提案がなされているか。 

自主事業・民

間提案事業に

関する提案 

・ユニークベニューに関する取組みとして、美術館の基

本的な機能を尊重し、多様な利用者のニーズへの対応

と、展示活動と利用者の鑑賞を妨げない範囲での利用

に配慮した提案がなされているか。 

・利用者の満足度・利便性向上、利用者数の増加に向け

た提案がなされているか。 

・県内の状況や周辺施設等が理解されている提案がなさ

れているか。 

３５点 7-E-

2 

重点対話への

取組み・提案

全般に対する

魅力 

・事業者選定プロセスを理解し、重点対話を通じて協力

する姿勢が見受けられたか。 

・上記１～７の加点審査項目内の各評価項目以外で優れ

た提案が示されているか。 

 

－ 
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